
A1

A2
    添付図書は発注者の最終承諾を受けた後では登録することはできません。

　このため、立会前の提出は不要とし、立会い完了後に写真等を添付して提

出することになります。

Q１．

Q2.

情報共有システム運用に関するQ＆A

施工計画書を提出後、修正のため差戻しされたファイルはど

のように処理すればよいですか？

確認・立会事項について、最初に立会前に立会希望日を記入

した書類を提出し承諾を受けた後、立会い完了後の写真や図

面等を添付するのでしょうか。

  一度提出した施工計画書のファイルは添付図書に登録されます。あらたに

修正後のファイルを提出すると、添付図書内には修正前後のファイルが混在

することになりますので、修正前のファイルは、添付図書から削除し、修正

後のファイルだけを登録して下さい。

　また、修正後の添付ファイル名は当初と同じファイル名としてください。

なお、修正前のファイルを消去しても、提出したファイルの履歴(ログ)は残

ります。
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